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e-計量利用規約 

 

第１条（目的） 

 本規約は、中外テクノス株式会社（以下「当社」という。）が提供する、一般社団法人日本 EDD 認証推進協議会

（以下「JEDAC」という。）の e-計量サービス（以下「e-計量」という。）を用いて、利用者に対して電子署名お

よびタイムスタンプ付き PDF による計量証明書または分析報告書等を納品するサービス（以下「本サービス」と

いう。）の利用条件を定めるものとする（e-計量の概要については、別添資料 1 および 2 のとおり。）。 

 

第２条（定義） 

本規約において、次の各項に定める用語は、それぞれ各項に定める意味を有する。 

1. 「利用者」とは、当社所定の e-計量利用申込書により本サービスの提供の申込を行った法人、事業部門また

は個人をいう。 

2. 「成果物」とは、当社が測定・分析・計量を実施し、利用者に納品する計量証明書または分析報告書等をい 

う。 

3. 「電子証明書等」とは、成果物を PDF 化し、e-計量によって電子署名およびタイムスタンプが付与されたデ 

ジタル文書をいう。 

4. 「紙証明書」とは、従来紙媒体で発行される計量証明書または分析報告書等をいう（紙証明書の発行の流れに 

ついては、別添資料 3 のとおり。）。 

 

第３条（利用申込み） 

本サービスは原則として法人または個人毎に申込みを行うものとする。ただし、単一の法人において複数の事業

部門が本サービスを利用する場合は、事業部門毎に申込みを行うものとする。 

 

第４条（本サービスの内容） 

1. 当社は、測定・分析・計量を実施し、利用者が希望した場合、測定・分析・計量の結果を紙証明書ではなく電 

子証明書等を納品するサービスを提供する。 

2. 利用者は、納品された電子証明書等を改ざんまたは修正せず、そのまま保存・管理するものとする。一部でも 

改ざんまたは修正された場合には、原本性を失い、正式な計量証明書または分析報告書等ではなくなるものと 

する。 

 

第５条（電子証明書等の効力と取り扱い） 

1. 電子証明書等は、JEDAC の「「e-計量」について」と題するウェブページ（以下のウェブページ）記載の内容

を有するものとする。 

https://jedac.jp/contents/e-keiryo.html 

2. 当社は、当社が利用者に対して納品した電子証明書等自体について、本規約に定めるところに従い測定・分

析・計量結果の記載事項について責任を負う。ただし、当社は、利用者が電子証明書等を印刷した場合におけ

る当該印刷物（二次文書）については、一切責任を負わない。 

3．利用者は、電子証明書等を改変することなく、閲覧・印刷・保管または転送（メール添付、サーバ等からのダウン

ロードおよび CD 等の電子媒体による提供を含む。）のみを目的として利用するものとする。 

https://jedac.jp/contents/e-keiryo.html
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4．電子証明書等を再発行する場合は、当社から利用者に対して文書やメール等で既に発行された電子証明書等

の廃棄を要請し、当該電子証明書等を廃棄した旨の利用者の回答をもって再発行を行うものとする。なお、紙

証明書の再発行についても同様とする。 

 

第６条（責任および免責） 

1. 当社は、電子証明書等の作成および納品にあたり、JEDAC の定める e-計量の仕様・手続に従い、電子署名お 

よびタイムスタンプの付与を行い、誠実に本サービスを実施するものとする。ただし、以下の事由による e-計 

量および本サービスの中断、遅延、変更および不提供について、当社および JEDAC は一切責任を負わない。 

    (1) 天災（地震、噴火、洪水、津波および火災等）、戦争、テロ、暴動および労働争議等の不可抗力。 

    (2) 停電、通信回線の障害、コンピュータシステムのトラブル、サーバ障害、ソフトウェアの不具合、メン

テナンス、保守およびアップデート。 

    (3) 第三者による不正アクセス、サイバー攻撃、ハッキングおよびウイルス感染等。 

    (4) 利用者側のインターネット環境、PC/ソフトウェア環境、電子署名検証環境などユーザー環境に起因す

る問題。 

    (5) 利用者が提供する申込情報（氏名、住所、メールアドレスなど）に誤りまたは変更があった場合、ある

いは登録事項の届出・変更届出を怠った場合。 

2. 利用者は、電子証明書等が納品された後、自らの責任でその内容および電子署名・タイムスタンプの有効性 

を確認し、かつ改ざん防止のため適切に保存・管理するものとする。利用者がこれを怠ったことにより生じた 

損害について、当社は一切責任を負わない。 

3. 当社および JEDAC は、電子証明書等の利用・提出に関連して、利用者と第三者間または利用者間で紛争、損 

 害、クレームおよび請求等が生じた場合、一切責任を負わない。利用者は自己の責任でこれを解決するものと 

 する。 

4. 万が一、当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何を問わず、当社の負う

損害賠償責任の総額は、本サービスに関して利用者が当社に支払った料金の総額を上限とする。これを超え

る間接損害、特別損害、逸失利益、第三者からの請求、慰謝料及び信用毀損による損害等については、一切の

責任を負わないものとする。 

5. 利用者による故意もしくは重大な過失、または本規約に違反する行為（例：電子証明書等の不正改変等）があ

った場合、当社は何らの義務も負わず、かつ利用者は当該行為に起因して当社または第三者に生じた一切の

損害を賠償する責任を負う。 

6. 本条の規定は、利用者が本サービスの利用を終了した後も存続するものとする。 

 

第７条（秘密保持および個人情報等の取り扱い） 

1. 当社および利用者は、本サービスに関連して知り得た相手方の業務上または技術上の情報を、第三者に漏え 

いしてはならない。但し、次のいずれかの情報は、秘密情報に該当しないものとする。 
 

⑴ 開示のときに既に公知であった情報 

⑵ 開示のときに既に受領者が保有していた情報 

⑶ 開示後、受領者の責めによらず公知となった情報 

⑷ 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報 

⑸ 秘密情報の受領者が独自に開発した情報 
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2. 当社は、電子証明書等に含まれる個人情報や分析データ等を適切に管理し、不正アクセス、漏洩および改ざ 

ん防止のため必要な安全管理措置を講ずる。 

 

第８条（本サービスの停止・中断等） 

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部

の提供を停止または中断することができるものとする。 

    (1) JEDAC のシステム保守、点検および更新等が実施される場合 

    (2) 電気通信事業者の設備障害、通信回線障害およびサーバ障害等が発生した場合 

    (3) 火災、停電、地震、洪水、津波、噴火、暴動、戦争および感染症蔓延等の不可抗力事由が発生した場合 

    (4) コンピュータウイルス、サイバー攻撃等の第三者による攻撃または不正アクセスにより本サービスの安

定提供が困難となった場合 

    (5) 本サービスの運用方針、技術仕様および提供範囲等に関して JEDAC が変更を行った場合 

    (6) その他当社が本サービスの提供が困難であると合理的に判断した場合 

2. 前項の停止または中断により利用者に損害が生じた場合であっても、当社および JEDAC は、一切の責任を負 

 わない。 

3. 当社は、前各項による本サービスの停止または中断が生じた場合には、利用者への報告の必要性を判断した

上で、可能な範囲で速やかに利用者に通知するものとする。ただし、緊急性を要する事由がある場合、または

通知が不可能な場合にはこの限りではない。 

 

第９条（利用規約の変更） 

当社は、関連法令の改正、e-計量の運用方法や利用規約等の変更、本サービス内容の変更その他業務上の必要が

ある場合には、本規約を変更できるものとする。 

1．当社は、変更後の規約内容および効力発生日を、事前に利用者に通知するものとする。 

2．利用者が、効力発生日以降に本サービスを利用した場合、当該変更に同意したものとする。 

 

第１０条（利用者による本サービスの解約） 

1．利用者は、当社所定の e-計量解約申込書の提出により、本サービスの利用を解約することができる。 

2．前項に基づく解約の効力は、当社が当該解約申込書を受理した日の属する月の末日をもって発生するものと 

 する。 

3．本サービスの解約に伴い、既に発生済みの料金および計量証明業務等に係る費用の返金は行わない。 

4．解約後であっても、既に発行された電子証明書等およびその関連データは削除されず、保管の期間および方法

は当社の定めに従うものとする。 

 

第１１条（著作権その他の知的財産権） 

成果物および電子証明書等に関する著作権その他の知的財産権は当社に帰属する。 

 

第１２条（第三者に対する販売および配布の禁止） 

利用者は、電子証明書等を第三者に販売してはならない。 
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第１３条（同意および申込） 

利用者は、当社所定の e-計量利用申込書に記載のとおり申込を行い、本規約の内容を十分に理解し、同意したも

のとみなす。 

 

第１４条（変更届） 

利用者は、法人情報や申込者情報に変更が生じた場合は、当社所定の e-計量変更届出書に変更箇所を記載し、当

社に提出するものとする。 

 

第１５条（誠意協議） 

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、利用者と当社は、信義誠実の原則に従い、

誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。 

 

第１６条（準拠法および裁判管轄） 

本規約の準拠法は日本法とし、本サービスに関連して紛争が生じた場合、当社所在地を管轄する裁判所を第一審

の専属的合意管轄とする。 

 

以上 

 

制定年月日：2026 年 3 月 1 日 

改訂年月日：2026 年 6 月 12 日 
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〔別添資料 1〕  

e-計量の概要 ＊出典：JEDAC の HP 
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〔別添資料 2〕 ＊出典：JEDAC の HP および JEDAC 配信資料（2025 年 12 月 2 日） 

 

 

 

   【e-計量システム構成概略図】 
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〔別添資料 3〕 

紙証明書の発行の流れ 

 

     


